
令和6（2024）年度決算　消費税率の引き上げに伴う地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使い道について

【歳入】地方消費税交付金（社会保障財源分） 6,543,233 千円

【歳出】社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 95,414,622 千円

（単位：千円）

地方消費税交付金
（社会保障財源化分）

その他

社会福祉費 21,558,325 1,656,097 9,114,523

障がい者サービス給付事業 12,685,240 622,344 3,425,143

障がい者サービス利用援護事業 558,117 33,798 186,009

610,099 45,360 249,647

老人ホーム入所事業 157,503 19,412 106,837

高齢者住宅管理運営事業 59,434 5,714 31,449

34,918,806 1,803,590 9,926,270

民間保育所運営事業 9,759,702 450,092 2,477,134

民間保育所運営支援事業 3,426,527 237,105 1,304,938

15,479,056 601,614 3,311,052

生活保護事業 15,110,310 551,405 3,034,722

72,566,286 4,106,662 22,601,491

4,998,831 560,612 3,085,391

6,314,569 926,937 5,101,506

6,412,014 869,714 4,786,574

17,725,414 2,357,263 12,973,471

4,879,409 41,632 229,129

予防接種事業 1,101,259 153,981 847,451

高齢者予防接種事業 386,258 58,064 319,562

61,579 16,558 91,126

保健所関係医療費助成事務 11,050 1,605 8,834

181,934 21,118 116,226

地域保健普及啓発事業 9,298 1,111 6,114

5,122,922 79,308 436,481

95,414,622 6,543,233 36,011,443

事業名
（主な事業）

決算額

人件費を除く事業費
一般財源

社
会
保
険

国民健康保険事業会計への繰出金

介護保険事業会計への繰出金

後期高齢者医療事業会計への繰出金

小計

社
会
福
祉
費

老人福祉費

児童福祉費

生活保護費

小計

地方消費税交付金は「消費税法第1条第2項に規定する経費（社会保障4経費：年金・医療・介護・少子化対策）その他社会保
障施策に要する経費」に充てるものとされている。　「社会保障施策」とは、「社会福祉」「社会保険」「保健衛生」のいずれかに
関する施策のことをいう。

「社会福祉」
　例：生活保護、児童福祉、母子福祉、高齢者福祉、障害者福祉
「社会保険」
　例：国民健康保険、介護保険
「保健衛生」
  例：医療に係る施策、感染症その他の疾病の予防対策、健康増進対策

保
健
衛
生

保健衛生費

結核対策費

保健所費

小計

合計


